
＜研究会報告＞

関西福祉科学大学EAP研究所　 
第15回「こころの健康と経営戦略」フォーラム報告

関西福祉科学大学EAP研究所

Ⅰ. はじめに

本年度の第15回「こころの健康と経営戦
略」フォーラムは、12月10日に梅田スカイ
ビルにて開催する予定であったが、11月頃
より新型コロナの感染者が再度増加し、オン
デマンド配信による開催へと急遽変更するこ
ととなった。そのため、12月10日に阪急グ
ランドビル貸会議室において両講師の講演を
撮影し、その後編集を行い、14日より約 2
週間、動画配信を行った。急な変更にも関わ
らず全国各地より110名の視聴申し込みがあ
り、好評のうちに配信期間を終了した。

以下にフォーラムの概要を紹介する。

Ⅱ．プログラム

開会のあいさつ
長見まき子
（関西福祉科学大学 教授／関西福祉科学大
学EAP研究所 所長）

講演 1
「コロナによる心理社会的影響

～労働者1400人の調査から～」
演者：岩根　幹能氏

（日本製鉄株式会社関西製鉄所　産業
医　一般財団法人NSメディカル・ヘ
ルスケアサービス副理事長）

講演 2
「withコロナ時代のメンタルヘルス労務対応」
演者：向井　蘭氏

（杜若経営法律事務所　弁護士）

質疑応答
回答者：岩根　幹能

（日本製鉄株式会社関西製鉄所　産
業医　一般財団法人NSメディカル・
ヘルスケアサービス副理事長）

回答者：向井　蘭
（杜若経営法律事務所　弁護士）

司会　：長見まき子

開会のあいさつ
長見まき子
（関西福祉科学大学 教授／関西福祉科学大
学EAP研究所 所長）

Ⅲ．内容紹介

質疑応答（敬称略）

長見：岩根先生、向井先生、ウィズコロナ
の時代に求められるメンタルヘルス対策
労務管理の在り方について、分かりやす
く解説いただきありがとうございました。
事前に質問がいくつか届いておりますの
で質疑応答お願いします。まず岩根先生
の方からお願いを致します。質問です。
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コロナへの不安で鬱になる従業員は休職
させて治るのでしょうか？という質問で
す。いかがでしょうか？

岩根：コロナで鬱になった人が休んで治るの
かというご質問ですね？

長見：休職させて休むことによって治るので
しょうか。

岩根：ご質問が非常に短い文章で情報が少な
いのですが、抑うつになる明確な理由が
コロナということであれば、やっぱりコ
ロナが何とかならない限りは改善しにく
いだろうと思います。ただ、コロナに対
する正しい知識をたくさん持つことでレ
ジリエンスを上げることができれば抑う
つ感の軽減につなげられるかもしれませ
ん。もうひとつは、コロナを免罪符にし
て休むことを正当化するような可能性が
ありえますので、そのような免罪符は認
めないというように持っていく考え方も
必要だと思います。

長見：わかりました。そうすると、単に休
ませてというだけではなかなか復帰も難
しいだろうということなので、コロナに
対する正しい知識であったり、良い対応
の仕方であったり、そういったものを教
育していくことを合わせると、というこ
とですね。それから、コロナへの不安で
うつになったと原因を言われているけれ
ども、他にも色々な体調不良メンタル不
調になる要因もあるかも分からないので、
その辺のところも検討する。アプローチ
をしていくということでしょうか。

岩根：はい。

長見：ただ、根本的に、コロナで鬱になりま
したってはっきり言ってる場合は、コロ
ナの状況が収束しないと、なかなか不安
が低減しないということはあるかもわか
りませんね。

岩根：そうですね。

長見：それでは向井先生にご質問お願いしま
す。社員寮でクラスターが発生した場合、
従業員の住居の保証はいるのかという質
問です。よろしくお願いします。

向井：はい。クラスターが発生すると、現
調が入って、使えなくなるという前提で
すよね。使えなくなると、住む場所がな
くなると。住む場所がなくなると、ホテ
ルなり、ウィークリーマンションなりを
確保しないといけないと。その費用はだ
れが負担するのかという質問だと思うの
ですが、法的にはですね、社宅の扱いは、
特殊な契約になっていることが多くて、
凄く金額を安く貸したり無償で貸してる
と思うのですよね。なので使用貸借って
いうタダで貸す契約を適用することが多
いですけど、そうなるとこういった誰の
せいにもできないような理由で使えなく
なっちゃうと、家賃は払わなくていいん
ですけど、貸主が、じゃあ他の物件を貸
す義務があるかというとないんです。民
法上はありませんので、理屈でいくと自
分で探してください、自分で住む場所探
して自分で負担してください、というこ
とはできます。が、そうは言っても社宅
で生活することを前提に、給料決まって
いて、生活設計も決まってる場合に、そ
れは殺生だと、生活できなくなっちゃう
ということがあると思うんで、法的義務
はないけれども 2 週間だけ負担しますよ
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と、いうことにならざるを得ないじゃな
いかなと思います。ただまあ一応、理屈
上は自分で探してくださいということは
できます。

長見：わかりました。そうすると、企業の方
に余裕がない場合は、すみませんけれど
も、自分で探してくださいと。

向井：そうなんですよ。まあ今のとこ、学校
の寮くらいしか発生していないので、問
題になってないんですけど、おっしゃる
通り、社員寮で発生したらどうなるんだ
ろうかと、難しい論点ですね。生活の基
盤がなくなっちゃいますからね。

長見：短期間であれば、ホテルにいて、ホテ
ルから通勤してもらうというのもありで
すね。

向井：通勤してもらうし、クラスターになっ
ちゃうと入院せざるを得ないんで、入院
してる病院がホテル代わりになっちゃっ
てるっていう事も、あるかもしれません。
クラスターが発生しても、消毒は、今は
もう東京なんかは、 2 日とかで、しかも
自分でハイターか何か買ってきて、薄め
て、自分で拭いて終わりにしてる場合が
多いんで、心配だったら 2 日くらい置い
たりしますけども、クラスター発生して
も使えたりするんですがね。ただ心理的
にちょっと使いたくないっていうのはあ
るかもしんないですけど、まあ一週間も
あれば使える状態にはなりますけどね。

長見：じゃあ、ごく短期間であれば、ホテル
でやり過ごすと。

向井：そうですね、それくらい会社が負担し

てあげてもいいんじゃないかと。

長見：会社が住居を保障しなければならない
ということではないんですね。

向井：そういうことです。岩根先生、どうな
んですかね。クラスターが発生してです
ね、もう建物に入りたくないって気持ち
になると。ただ、先ほどの先生のお話し
によると、ウイルスが感染力をもつ期間
というのは、そんな 2 週間も 3 週間ももっ
てるわけじゃないっていうことですよね。

岩根：先ほど向井先生がおっしゃったように、
清掃業者が入るか、自分たちで清掃する
対応で構わないです。個室であれば自分
の室内は大丈夫ですよね。共用部分であ
るトイレや浴室、喫食場所を清潔に保つ
ことは必要だと思います。それが完了す
るまでの間をどうやり過ごすかですけれ
ども、例えば、大きめの寮であれば、他
の階のトイレを使ってもらうとか、お風
呂は申し訳ないけど銭湯に行ってもらう、
喫食は仕出し弁当などを準備してもらい、
自室で食べてくださいとか、そういう形
になると思います。

向井：そうですね、全部みんな出てけみたい
なのは、意外とないんじゃないかと。

岩根：そうですね。感染者そのものは、病院
であったりホテルであったり隔離されま
すので、それはずっと寮にいるわけでは
ないです。

向井：あとは会社の負担、そんなにないん
じゃないの、冷静に考えれば。それくら
い負担してあげてもいいんじゃないかと。
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長見：ちょっとしばらくは不自由だけれども
仕方ないよねという感じですかね。

長見：それではもうひとつ、向井先生にお願
いします。コロナの発症や濃厚接触が疑
われる社員を隠して働かせた場合、会社
のリスクはどうなりますか？またそのせ
いでクラスターが発生した場合、責任問
題はどうなりますか、という質問です。

向井：実はですね、あるお客様の事例で、飲
食チェーン店を展開してて何十店舗ある
んですけど、当然あの、今回のコロナで
ひどい被害を被っているんですが、その、
段々、東京もですね、 9 月くらいから人
が戻ってきたんですね、で、再開をすると
なったときに、あるアルバイトの子が陽
性になったと連絡してきたんですね。でも
う、パニックになりまして、会社がです
ね。濃厚接触者調べて、そのお店も休業に、
休んじゃって、PCR検査の段どりもして、
で、もう一回連絡したら、「嘘でした」と
言ってきたんですね。要するに行きたく
ないから。私に相談がきて。どうしてく
れるんだと。休業もしてしまったと、何日
も。あの、百貨店に入っているお店なんで、
売り上げもなかなかの売り上げなんです
よね。そんな前例はないんですが、調べ
ると、自分が感染していることを、人に
噓をついて、お店とか店員さんにいうと、
威力業務妨害で逮捕されるという事例が
結構ありまして、そういう方いるんです
ね。犯罪になっちゃうんですよね、今は。
指定感染症ということもあって。その事
例は、お母さんに連絡して、学生だった
ので、お金を払ってもらいましたね。まあ、
そんな大したお金じゃないんですよ。お
母さんもすぐあやまって払ってきました。
が、逆もありえるわけですよね、会社が

感染者である疑いが濃厚であるにも関わ
らず、無理やり働かせていた、とかですね。
濃厚接触者であるにも関わらず、働かせ
ていたという事例は、そこから被害が広
がってですね、相手の取引先とかお客さ
んが健康被害が生じた場合は、まあなか
なかの、民事上の賠償を払わないといけ
ないと思いますし、場合によっては、ま
あ不作為ではあると思うんですけど、感
染したことを隠して業務やっていたって
こともあるんですけど、不作為の業務妨
害罪が成立して、経営者、もしかしたら
刑事責任に問われる可能性もありますと
いうことなんで、そういう方、今のところ、
ニュースでも報道でもないので大丈夫だ
と思うんですけども、民事刑事ともに責
任が問われる可能性がありますという答
えです。

長見：今のところ会社側が隠してというの
は、先生のとこで、クライアントからの
相談はないんだけれども、本人が嘘をつ
くといいますか、陽性でもないのに陽性
だと言ってというケースはありましたと。
その場合も、指定感染症なので、威力業
務妨害ですかね、これになりますと。

向井：あたりかねない。まあ厳密にあたるか
はわかんないですけど、逮捕者が出てる
のは間違いないんで、犯罪にあたる可能
性がありますと。

長見：はい。そういえば大学の話でいうと、
もちろん、うちの大学の話ではないんで
すけど、ある大学で、教育実習かなんか
に行きたくないために、コロナの陽性で
すって言って行かない学生がいたという
ニュースはありました。そういうことあ
るのかもしれませんね。
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向井：そうですね。

長見：今回ご質問になってるのは、会社の側
が意図的に、その陽性の社員のことを隠
して働かせたという場合は、やはりこれ
も、お得意様の先でクラスターが発生し
たりした場合は、業務妨害罪という形に
なる。

向井：例えばですね、技能実習生とか、言葉
ができないんで、発熱して味覚障害があっ
ても病院に連れてかないで働かせるのは、
理論上はできちゃうわけです。しかも若
いから、皆さん。それで取引先から感染
が拡大したなんていうのは、想像したく
ないですけどもありえます。それはもし
かしたら逮捕拘留とかもあるかもしれま
せんね。

長見：いずれにしても、会社の側が隠してと
いう形になると、民事も刑事もどちらも 
その責任をおいますよという形になると
いうことですね。そう考えるとなんか怖
いですね。

向井：うん、こわいですよ。

長見：対応を間違えると大変なことになりま
す。

向井：大変なことになります。

長見：ということで事前の質問、まだまだあっ
たんですけれども、先ほど、あの岩根先
生が質問があると言う風におっしゃって
いましたので、そちらの質問をお願いし
ます。

岩根：素朴な質問ですが、マスクをしてく

ださいと頼んでもマスクをしてくれない
従業員がいる場合、どう対応したらいい
でしょうか？それが勤務時間中の場合と、
休憩時間に喫食中マスクを外して会話を
してしまうような場合はどうでしょうか。

向井：これも、 1 の論点で必要性と相当性で
考えると、必要性は今の日本で十分ある
といわざるをえない。誰が感染してるか
していないかもわからないので。相当性
も、実は、これ、ある学校法人で先生がおっ
しゃってるような問題が起きていまして、
ニュースになったことあるんです。その、
マスクつけない方の理由は、当時マスク
一枚に150円とかしてた時期だったので、
なかったと。こういう、まあ反論があっ
たらしいんですけど、今はまあ数十円で
買えますので。コンビニでも20円30円で
一枚売ってますので、それは理由になら
ない。でいうと、マスクつける負担がど
れほどかって言うと、口は隠れるけども
会話はできますし、相当性はあるので命
令ができて拒否したら懲戒処分、ただ懲
戒解雇とか、ちょっとね、 1 回目では無
理だと思うんですけど、医療機関でそん
な人はいると思いたくないんですけど、
もしいらっしゃったら、いきなり出勤停
止とか減給とか懲戒処分でもいいかもし
れない。

岩根：結構、厳しい処分が可能なのですね。

向井：結構厳しい処分を、医療機関とかであ
ればですね。ぼくはちょっと厳しめかも
しれませんけど。そんな人いたら、もう、
他の人がですね、働きたくないとか、い
いかねないですよ。だから、もう病院全
体が機能不全になりかねない。
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岩根：病院ではなく普通の企業でもですか。

向井：普通の企業でも。まあ、ドナルドトラ
ンプさんみたいな人がいて、絶対つけな
いんだ、みたいな人がいたとしても、ま
あ命令して拒否したら、懲戒処分はでき
る。

岩根：他の人に対する安全配慮義務というこ
とですね。

向井：そうですね。自分というよりは、まあ
他の人、健康、あとお客様を守るという
意味では、まあ、就業規則にそのまま書
いてませんけども、秩序維持に反してる
といえるんじゃないですかね。

岩根：もう一つちょっと似ている質問です
が、同じ職場のメンバーで飲み会に行く
のはやめてくれと頼んでも従わない人が
いる場合、どうしたらいいでしょうか。

向井：いや、とめられないですよねえ、それ
はねえ。

岩根：とめられないのですか。もしその人た
ちが飲み会で感染してしまって、同じ職
場で何人もの人が欠勤することになると
いう、BCPに影響が出てしまった場合は
いかがでしょうか。

向井：あー BCP。それも責任は問えない。
今の日本であればですね、やっぱり。ぼ
くは中国に住んでいましたので感じます
けど、自由を重視している国なんですよ。
あの色々批判されてますけど、相当自由
な国なんですよ。まあ、総理大臣批判し
ても、牢屋に行かないし、盗聴もされな
いし、監視カメラで監視もされないし。

だからまあそういう国のシステムなんで、
まあ感染の危険は抽象的には当然ありま
すけど、それを禁止して、守らないから
処罰一般の民間企業ができるかって言う
とできないと。これは医療機関が多いで
すね。あの、先生おっしゃる通り、もう
病院止まっちゃいますよね。売上も全部
ふっ飛んじゃうから。他の都道府県行く
のに許可制だったり、 4 人以上の飲食は
許可制であったりするんですけど。まあ、
守らないですね、あの、有名アイドルの
コンサート行って感染した人いたんです
よ。それでね、訴えたいというんだけど、
アイドルのコンサート行って感染して訴
えるって無理だってね、一応、とめてい
るんですけど。難しいですね。

岩根：わかりました。関西の某プロ野球組
織のことですが（笑）。名古屋遠征時に、
飲み会は 4 人までと球団から言われてい
たのに 8 人で行って 3 人感染者が出まし
た。それで参加していた選手が罰金を払
わされたのですが、あの罰金は当然のよ
うに受け止められている感があるのです
が、今のお話だと拒否できるということ
でしょうか。

向井：拒否できますよ。

岩根：そうなんですね。本人たちが納得した
から自主的に罰金を払いましたという形
なのですね。

向井：そうです。そうです。あの野球の罰金
はそうです。

岩根：なるほど。同じように普通の会社で罰
金というのは通用しないということです
ね。
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向井：だめですね。

岩根：わかりました。ありがとうございます。

長見：会社の場合も文書で通達を出しておく。
これからまあ忘年会新年会シーズンとな
るんですけど、通達を出して行くなとい
う風に。

向井：まあ、お願いはいいです。

長見：お願いはできる。

向井：ええ、ただ違反したからからクビと
か、と給料下げるとかはできないですよ
ね。まあそういう国です。

長見：じゃ、お願いレベルで

向井：お願いレベルはいいです。

長見：わかりました。ありがとうございます。

向井：じゃ、僕から。

長見：どうぞお願いします。

向井：私ちょっと自分のパートの話で悩ん
だのは、これから、在宅勤務なら復帰で
きると、職場復帰できると、出てくるん
じゃないかって気がするんですよ。若者
中心に。そのぐらい在宅勤務に慣れちゃっ
て、ストレス感じない人も多くってです
ね。在宅勤務なら職場復帰可っていうの
が診断書出てきた時に、どう考えるのが、
こう適切なのかなと。

岩根：自分が経験した事例になりますが、
元々メンタル疾患で職場になじめず、異

動を繰り返した挙句に車で片道一時間半
かかる事業所への異動しか残されていな
いという状況になりました。それでまた
長期休業になり、傷病手当金も出なくなっ
てしまっているというタイミングで、重
症の身体疾患を発症されたのです。病名
が変わって傷病手当金が支給されるよう
になり、幸い身体疾患の方は良くなりま
した。それで、身体科の主治医からテレ
ワークなら復職可能という診断書が出た、
という事例がありました。でも、一旦復
職したら今度はその身体疾患の病名では
再度休むことはできないし、かといって、
またメンタルで休むことになると休職期
間満了が迫っている状況だったのです。
テレワーク主体と言っても全く出勤して
こない働き方は許容できないので、復職
した以上必ず勤務を継続しなければなら
ないことを伝えたら、そのまま休み続け
ることが決まって、まあ先送りしただけ
なのですが。そんなことがありました。

向井：それはでも難しいですね。体の問題も
ある。

岩根：もともと困難なメンタルの問題があっ
たところに身体疾患を併発して。

向井：それは難しいですね。なんか増えそう
な気がしてて。どうなんですかね、やっ
ぱり、産業医面談とかはできるけど、仕
事は在宅ネット、こだわった方がいて、
主治医の先生もそうおっしゃってた場合
に、それは受けなきゃいけないのかなっ
ていうのがわかんないですよ。

岩根：業種や企業規模でずいぶん対応が違う
んでしょうけれど。
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向井：まあ、ケースバイケースにはなるんで
しょうけど。健康状態確認して問題なけ
ればね、いいと思うんですよね。

岩根：逆にちょっと、どうしても突発で休
んでしまうっていう若手がいたのですが、
たまたまテレワークが始まって、そのと
たんに全く休まなくなったのです。その
後、テレワークの頻度が下がっていき、
週 4 日は会社に出てくる状況になったの
ですが、ちゃんと出勤できるようになっ
たという事例もありました。

向井：そうなんですね。

岩根：まあ、いろんなパターンがあるなあと
感じます。

向井：すみません。最後、ちょっと結論が出
ませんでしたけど。ケースバイケースと
いうことになってしまいましたけど。

長見：先生、もう他にはご質問はないですか？
よろしいですか。

向井：はい。

長見：はい、わかりました。そうしました
ら時間の方が参りましたので、これで質
疑応答のコーナーを締めたいと思います。
どうもありがとうございました。

岩根・向井：ありがとうございました。

 （報告者：段朋子）
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